
 

環境厚生常任委員会 
 

日 時  平成２６年１２月１２日（金） 
  午前１０時～ 

場 所   第１委員会室 
 
１ 開 議 

 
２ 日程説明 

 
３ 議案審査 

【市立病院】 

（１）第８号議案 平成２６年度亀岡市病院事業会計補正予算（第２号） 

【環境市民部】 

（２）第１号議案 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

（３）第２号議案 平成２６年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

（４）第５号議案 平成２６年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

（５）第１７号議案 亀岡市新火葬場整備検討審議会条例の制定について 

（６）第１８号議案 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

【健康福祉部】 

（７）第１号議案 平成２６年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

４ 行政報告 

【健康福祉部】 

（１）亀岡市子ども・子育て支援事業計画について 

（２）亀岡市障害者基本計画及び第４期亀岡市障害福祉計画について 

（３）亀岡市いきいき長寿プランについて 

 

５ 討 論～採 決 
 

６ 要望について 

（１）「生涯現役社会の実現」に取り組むシルバー人材センターへの支援の要望 

 
７ その他 

（１）議会だよりの掲載事項について 



「水銀に関する水俣条約」の早期発効と水銀含有廃棄物の 
国内適正処理体制の確立を求める意見書（案） 

 

 ２０１３年１０月１０日、熊本市で開催された外交会議において、水銀及び水銀

化合物の人為的な排出から、人の健康及び環境を保護することを目的とした「水銀

に関する水俣条約」が、約１４０カ国の賛同を得て採択された。我が国は、水俣病

と同様の健康被害や環境破壊を繰り返してはならないとの決意のもと、こうした問

題に直面している国々の関係者が対策に取り組む意思を世界で共有していくとい

う立場から、本条約を水俣条約と名付けることを提案し、全会一致で各国の賛同を

得たものである。今後、国際社会との緊密な連携と、国内における水銀対策の更な

る強化が求められる。  

亀岡市においては、使用済み蛍光管の拠点回収を行っているが、地方自治体にお

いて水銀体温計、水銀血圧計などを含め不要となった水銀を含有する製品を全て回

収することは困難であり、水銀の適正な処理を確保するためには、製造・販売事業

者も協力して回収・処理する仕組みが不可欠である。  

よって国におかれては、「水銀に関する水俣条約」の早期発効に向け、国際的な

働き掛けを強化するとともに、法整備をはじめとした、水銀含有廃棄物の適正処理

を確保するための実効性の高い枠組みを早期に確立することを求める。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 

平成２６年１２月１６日 

 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

総務大臣 

外務大臣 

厚生労働大臣 

経済産業大臣 

環境大臣 

 

亀岡市議会議長 明田  昭 

宛 



本市の自然エネルギー施策に関する委員会での意見（案） 

 

 環境厚生常任委員会は、飯田市への視察をもとに本市の自然エネルギー施策について

委員間で意見交換を重ねてきました。 

 現在、本市が進める同施策は、「サンパワープロジェクト５Ｍ（メガ）」の名称から明

らかなように太陽光を活用した再生可能エネルギーの普及啓発を目指すものです。 

 市民との協働による導入４Ｍ、公共施設への導入１Ｍの合わせて５Ｍを目指す計画は、

住宅用太陽光発電システム設置者に対する助成の効果もあり、計画自体は順調に推移し

ているものと判断します。 

 一方、当委員会として今後の本市の自然エネルギー施策が目指すべき方向性を考えた

時、早晩達成されるであろう「亀岡・サンパワープロジェクト５Ｍ」に続く後の展開が

不明確である、という意見が多く出されました。その理由として前計画である「亀岡市

地域新エネルギービジョン」に対する検証結果と現計画との整合性が指摘されています。 

 前計画では「亀岡市の特性や資源を活かした新エネルギーの導入を目指す」という目

標のもと太陽光に限らず、水力・風力・バイオマス・地熱など多様な資源が明記されて

いましたが、平成２３年「亀岡市自然エネルギーに関する検討会議」において太陽光の

推進を最優先とする旨の提言があったことから今日の施策に至っていることは一定理

解できます。 

 しかしながら、平成２３年３月１１日に発生した東北大震災を機にエネルギーに関す

る状況は一変したと考えられます。太陽光発電は固定価格買取制度（ＦＩＴ）が導入さ

れて以来急速に普及していますが、買取価格の引き下げなど継続性に対する不安要素も

出てきています。また、休止している原子力発電に替わり火力発電の割合が高まってい

ることは、ＣＯ２排出による地球温暖化という世界レベルでの環境問題につながってい

きます。 

 このような状況から、本市のエネルギー施策は何を目指すのか、この点をより明確に

していく必要がある、という意見が多く出されました。 

 太陽光のみならず再生可能エネルギーの導入も地域性や経済性、技術の成熟など、本

市にとって真に活用可能なものであることを十分に検討する必要があります。また身近

な取り組みとして省エネ活動に取り組むこと、省エネ・再生可能エネルギー導入への啓

発活動や次世代を担う子供たちへの環境教育などに取り組むことも重要です。 

 市民一人ひとりのエネルギーに関する意識を高めながら、並行して本市として活用可

能な技術や運用の仕組みなどを検討する必要がある、そのためにも目指すべきビジョン

をしっかりと定めていくことが欠かせません。 

 持続可能な社会を築くためにも、明確なビジョン策定に取り組まれることを強く要望

し、当委員会の意見とします。 

 

 

環境厚生常任委員長 立花 武子 








































